
土木部（水道用水供給事業）

石川県企業管理規程第２号
　石川県企業職員の給与に関する規程（昭和42年石川県電気事業管理規程第４号）の一部を次のように改正する。

　　令和８年５月27日

石川県知事　　山　　野　　之 　 義

　第２条の２第１項の表本庁の項を次のように改める。

本庁 主事

技師

技師 課参事

　　　附　則

　この規程は、公表の日から施行し、改正後の石川県企業職員の給与に関する規程の規定は、令和８年４月８日から

適用する。

人 事 委 員 会

目 次

土木部（水道用水供給事業）
○�石川県企業職員の給与に関する規程の一部改正

人事委員会
〇一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部を

　改正する規則

〇管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

１

１

11

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 八 年 五 月 二 十 七 日

石　 川　 県　 人　 事　 委　 員　 会

石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 九 号

　　　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

第 一 条　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「担当課長　　

「担当課長　　　　　　

「所長

　　 別 表 第 二 イ の 表 知 事 の 事 務 部 局 の 部 本 庁 の 項 中　室長　　　を
　室長　　　　　　

に 、　室長　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　室次長　 」　
　危機管理専門官　　　　

室次長」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
室次長　　　　」

　 「所長

　　室長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　 「

　　危機管理専門官　 に 改 め 、 同 表 教 育 委 員 会 の 部 事 務 局 の 項 中　　　　　　　　　 を　　　　　　　　　 に 改 め 、

　　消防防災専門官　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」　　　　　　　　　 」

　　室次長　　　　 」

指導主事
指導主事

社会教育主事

令和８年５月 27 日（水曜日） 号　　　　　外 1石 川 県 公 報

令和 ８ 年 ５ 月 27 日（水曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第 　３６　 号）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「事務長

　 「教育参事」 を 削 り 、 同 部 高 等 学 校 の 項 中　

事務長補佐」
を 「事務長」 に 改 め る 。

第 二 条　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 別 表 第 二 イ の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　「

　　 別 表 第 二 ロ の 表 警 察 の 部 警 察 学 校 の 項 中　　　　　　　　　　　　 を　　　　　　　　　　　　 に 改 め　 同 表 ニ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　」

　 の 表 を 次 の よ う に 改 め る

。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「課長補佐　　
「課長補佐」

　　
別 表 第 二 ホ の 表 知 事 の 事 務 部 局 の 部 本 庁 の 項 中

　主幹　　」

を

　　　　　　

に 改 め 　 同 部 中 央 病 院 の 項 中「母子

　医療センター長」 を

「統括部長　　　　　　

に 改 め 　 同 表 ヘ の 表 及 び ト の 表 を 次 の よ う に 改 め る
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　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 規

定 は 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 、 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 施 行 規 則 の 規 定 は 同 月

八 日 か ら 適 用 す る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 八 年 五 月 二 十 七 日

石  川  県  人  事  委  員  会

石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 号

　　　 管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

第 一 条　 管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 （ 昭 和 四 十 一 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 一 知 事 部 局 の 項 中 「 担 当 課 長 」 の 下 に 「 、 危 機 管 理 専 門 官 、 消 防 防 災 専 門 官 」 を 加 え 、 同 表 備 考 ２ 中 「 及

び 」 を 「 、 「 危 機 管 理 専 門 官 」 、 「 消 防 防 災 専 門 官 」 及 び 」 に 改 め る 。

　　 別 表 第 二 教 育 事 務 所 の 項 中 「 管 理 課 長 」 の 下 に 「 、 指 導 課 長 」 を 加 え る 。

第 二 条　 管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 一 知 事 部 局 の 項 中 「 、 復 旧 復 興 戦 略 監 」 を 削 り 、 「 企 画 調 整 室 次 長 」 の 下 に 「 、 里 山 振 興 室 次 長 」 を 加 え 、

「 知 事 又 は 」 を 「 知 事 の 秘 書 業 務 を 担 当 す る 秘 書 専 門 員 、 」 に 改 め る 。

　 別 表 第 二 中 央 病 院 の 項 中 「 、 部 長 」 を 「 、 統 括 部 長 、 診 療 部 長 」 に 改 め 、 同 表 農 林 総 合 研 究 セ ン タ ー の 項 中 「 部

長 」 の 下 に 「 、 副 部 長 」 を 加 え 、 同 表 備 考 ２ 中 「 の 部 長 、 」 を 「 及 び 」 に 、 「 の 主 任 研 究 員 」 を 「 の 副 部 長 、 主 任 研

究 員 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 の 規 定 は 令 和 八 年

四 月 一 日 か ら 、 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 管 理 職 員 等 の 範 囲 を 定 め る 規 則 の 規 定 は 同 月 八 日 か ら 適 用 す る 。
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